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　認知症のさまざまな症状からの行動に困惑したり、対応の仕方に
悩んでいることはありませんか。
　「認知症介護家族のつどい」は認知症のかたを身近で支えている家
族同士で語りあったり、思いに共感するなど、耳を傾け合う場です。
一人で悩まずに、ここであなたの思いを話してみませんか。

「認知症介護家族のつどい」を開催します

▶開  催  日　３月25日㈭
▶時　　間　午後１時30分～２時30分
▶場　　所　保健センター
▶対  象  者　�認知症のかたを在宅で介護している家族
　　　　　���（本人も参加可能）
▶定　　員　10人
▶申込期間　３月15日㈪～23日㈫

『認知症のこと』みんなで話してみませんか？ 
参 加 無 料

申 込 み・問合せ＝
　地域包括支援センター　☎76-1325

・もの忘れが目立ってきたので参加しま
した。これからのことも相談できました。
・認知症の人の介護について、詳しく聞
くことができました。

参加者の皆さんから
こんな声が届いています！

※新型コロナウイルス感染予防対策を講じたうえで、
保健センターで実施します。今後の感染拡大の状況
に応じて、中止となる場合があります。参加者は、
体調管理、手洗い、咳エチケットをお願いします。

農地 の 賃借料情報 について
　農地法により、農地の賃貸借契約を締結する際の目安となるよう賃借料情報を広く提供することとなって
います。
　そこで、令和２年１月から令和２年12月までに締結（公告）された農地の賃貸借の金額（10ａあたりの
年額）と件数、使用貸借の件数についてお知らせします。
　農地を貸し借りされる際は、当事者間の話し合いにより賃借料を決めていただくこととなります。

１．賃貸借

①田（水稲）の部
10aあたりの年額

件数
平均額 最高額 最低額

美里町全域 4,600円 8,000円 4,000円 230件

②畑（普通畑）の部
10aあたりの年額

件数
平均額 最高額 最低額

美里町全域 4,300円 7,000円 3,000円 98件

※平均値、最高額、最低額を算出するに当たり、平均に
比べて著しく高額あるいは低額の賃借料の情報は、特
殊な取引に係るデータとして集計から除いています。

※賃借料を物納支給（水稲）としている場合は、60kg当
たり12,000円に換算しています。

※平均額は、算出結果を四捨五入し100円単位としてい
ます。

問合せ＝農業委員会事務局（農林商工課内）　☎76-5133

　入学や就職などでお引越しをされるかたは、住所変更の手続きを
お願いします。住民票の住所の異動届は、国民健康保険、国民年金、
選挙人名簿への登録などにつながる大切なものです。
　忘れずに手続きをお願いします。

お引越しの際は
住所の異動手続きを忘れずに！

マイナンバーカード
（個人番号カード）の

住所変更

　身分証明書となる「マイナンバーカード
（個人番号カード）」に記載されている住所は、
常に最新のものにする必要があります。
　転入届、転居届の際は、新しい住所を追記
しますのでカードをご持参ください。
　その際、暗証番号の入力が必要となります。

問合せ＝住民福祉課　戸籍福祉係　☎76-5132

海外への住所異動

　海外勤務などで１年以上海外に滞在される
かた、また、生活の本拠地が海外に移るかた
についても、転出（海外転出）の手続きをお
願いします。
　なお、海外転出後、一時的に日本に帰国し、
数か月滞在後海外に戻られるかたについては、
引き続き生活の本拠地が海外にあるため、転
入の手続きは必要ありません。

２．使用貸借（無償の貸借）

田 畑 合計

美里町全域 43件 111件 154件

？

町長コラム
　２月７日までの緊急事態宣言は、更なる感染減少
が必要と判断され、３月７日まで延長されました。
　この原稿を書いている２月19日現在、町内や
全国でも減少傾向にあり、重傷者数や医療機関の
逼
ひっぱく

迫が軽減されれば、解除も近づくと思われます。
　しかし、今のところ特効薬はありません。希望
者すべてのかたへのワクチン接種にどれくらいか
かるのかも見通せず、当面は感染対策を続けるこ
ととなると考えます。
　ワクチン接種は、医療従事者への接種が始まり
ました。町でも郡市医師会のご協力をいただき、
接種の準備を進めています。
　まだ接種会場や予約方法を詰めているところで
す。決まりましたら、広報紙や個別通知でお知ら
せいたしますので、今しばらくお待ちください。
　また、ワクチン接種は、インフルエンザワクチ
ン同様に任意です。今後、副作用などの情報開示
がなされると思います。これらの情報もお知らせ
するようにしますので、良くお考えのうえ、対応
をお願いいたします。
　ちなみに、私は順番が回ってきましたら、接種

します。
　ところで、土日限定で私が防災無線による、毎
週違う文言での注意喚起をしています。『私の声を
聞きたくない！というかたもいらっしゃるかな？』
と思いつつ、毎回同じ女性の声だと慣れてしまい
ます。カラス声ですが、「何を言っているんだろう」
と少しでも気にとめていただければ幸いです。
　そろそろ、自粛生活も飽きてきたことと思います。
しかし、その気の緩みが、ほんの少しのことで感
染してしまうかもしれません。
　一方で、「こうすれば感染のリスクが減らせる」と
いうことも分かってきたと思います。お昼の会食も、
食べるときは無言で、食べ終わったらマスクをし
て話しましょう。帰ったら、コートは玄関にかけ、
手洗い・うがいを習慣化しましょう。そして、免
疫力を高めるため、規則正しい生活とバランスの
良い食事、ある程度の運動を心がけてください。
　私も、一日8,000歩以上を３か月続けてます。
（今まで２日サボりました。）３月末の献血で検査
結果が出ますので、要指導の高脂血症が改善し
ているか、楽しみです。

緊急事態宣言が延長第146号


